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１．現況 

（１）地区の現況 

①概要 

・三里地区は、本市の南東部に位置し、北部には大畑山や葛目山等からなる山地や丘陵地を背

に、南部は太平洋、西部は浦戸湾にそれぞれ接し、区域の面積は約 886ha です。 

・地区内には、秋祭りで有名な仁井田神社があり、幕末におきた安政南海地震の様子を伝える玉

垣(たまがき)碑や、坂本龍馬の「船中八策」が練られた船「夕顔丸」の絵馬が見つかったこと

でも知られています。また歴史ある貴船神社やお遍路文化など、歴史・文化資源にあふれた街

です。 

・種崎地区は江戸期より水上交通の要所として発展し、昭和以降、高知港の発展とともに石灰・

炭化工場等の立地など産業立地が進みました。 

・市街地のほとんどが海岸線や浦戸湾に接し、その利便性を活かした高知新港や木材団地、砂地

を活かした園芸農地など、海との関わりの深い地域となっています。 

・海岸や丘陵地に囲まれた平地部には、幹線道路に沿って十津、仁井田、種崎地区の市街地や農

地が広がっています。 

・そのうち対象区域は、南側の沿岸部を中心としたエリアを占め、住宅地や農地、高知新港など

に産業関係施設が立地しています。農地、工業用地等を除き居住誘導区域に指定されていま

す。 

 

 図表Ⅰ-1 三里地区・対象区域 

 

  

昭和 47 年、完成直前の浦戸大橋とフェ
リー「サンフラワー」。当時、浦戸大橋の
橋脚間は、コンクリート橋として世界最
大だった 

昭和 55 年、石灰・炭化工場群が立地す
る「おしろい工場」の前を走る「とでんバ
ス」。昭和 8 年開通以来、高知-種崎線
はドル箱路線だった。 

三里地区の発展の様子 

資料・出典: 

十津 

仁井田 

種崎 

池 
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②人口・世帯等 

・令和 7 年の人口は三里地区全体で 10,334 人、対象区域内の人口は 5,926 人となっていま

す。どちらの人口も減少傾向にあり、加えて 65 歳以上人口割合(高齢化率)は地区全体では

38.6%、対象区域では 42.8%と全市の 31.3%を大きく上回っています。 

・今後のさらなる人口減少、高齢化の進行などによる地域活力の低下が懸念されています。 

 

 図表Ⅰ-2 地区・対象区域の人口動向等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表Ⅰ-3 地区・対象区域の人口動向等地区の人口動向 

区分 地区 対象区域 

面積(ha) 886  459 

現況人口 

 2019(R1)人口(人) 11,627 6,761 

 2025(R7)人口(人) 10,334 5,926 

 2025(R7)高齢化率(%) 38.6% 42.8% 

 （R7/ R1）人口増減率(%) -11.1% -12.4% 

 【参考】将来

推計(R16) 

 2034(R16)人口(人) 8,069 4,501 

 2034(R16)高齢化率(%) 37.1% 40.41%  

 （R16/ R7）人口増減率(%) -21.9% -24.1% 

 
※現況及び将来の人口、高齢化率は下記により推定しています。 

・計画対象区域人口は地区のうち、該当する町丁目等人口の積み上げにより、区域内外にわたる町丁目については住

宅棟数の比率で按分して設定しています。住宅棟数は令和 2 年度高知広域都市計画基礎調査によります。 

・2034(R16)の人口、高齢化率は、５歳階級別の変化率(前の年齢階級の人口が次の年齢階級にどれだけ移動した

か)を基に計算しています。新しい 0～4 歳の人口は、女性の出産年齢人口・出産率をもとに計算しています。 

・人口のデータについては、住民基本台帳各年 10 月時点でのデータを使用しています。 

 

(参考 小学校・中学校の生徒数の推移  単位:人) 

 2015 年 2025 年 

三里小学校 164 114 

十津小学校 297 238 

三里中学校 252 190 

 出典:高知市 HP  高知市統計書等 

  

往年の三里小学校の運動会の様子 
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③土地利用・産業動向等 

土地利用 

【十津地区】 

・住宅地と公営住宅が立地し、住宅団地は狭隘な道路が多くみられ

ます。 

【種崎・仁井田地区】 

・古くから形成された市街地は、木造住宅や狭隘な生活道路が見ら

れます。 

・太平洋側は緑豊かな千松公園や高知新港が立地し、浦戸湾側は低

未利用地が見られる臨海工業団地となっています。 

【池地区】 

・県立高知大学や高知医療センターなど公共施設など公共施設が整

備されています。 

・四国４県や高知龍馬空港、高知新港などを結ぶ高知東部自動車道

によって、広域交通利便性が高くなっています。 

産業 

・運輸業の事業所・従業者が近年大きく増加しており、高知新港の

立地と広域交通網の利便性を活かした発展が期待されます。 

・生産量全国１位のグロリオサなど園芸農業が展開されています。 

・高知新港は県経済を支える“物流・国際観光拠点(クルーズ)・企

業活動拠点”※としての整備が進行しています。 
※高知港長期構想(高知県 R2)では、コンテナ船・クルーズ船の大型化への対応や複数船の

受入環境整備、防波堤等のレジャー施設としての開放、高知港内の小型旅客船ネットワー

ク築、緊急物資輸送等の海上輸送拠点機能の強化等が位置付けられています。 

文化 

・仁井田神社の秋祭りなどの地域の絆となっている行事や地域の歴

史や伝統を継承する文化財が存在します。 

・武市瑞山の旧宅・墓をはじめとして貴重な史跡が地区に広く分布

しています。 

 

 

 

  

図表Ⅰ-4 土地利用現況 

出典等 : 高知市都市計画基礎調査 GIS データより編集作成 

グロリオサ(JA 高知市 HP) 

高知医療センター(同 HP) 

三里の仁井田神社の秋祭り
(Web 高知※確認必要) 

種崎地区の市街地状況 

十津地区の市街地状況 

高知新港の将来イメージ 
(高知港長期構想(高知県 R2)) 

小型旅客船ネッ
トワーク構築 

釣り施設として開放 

旅客ターミナル
ビル(民間) 

潮江 

新港 

桂浜

弘化台



高知市地区別事前復興まちづくり計画（三里地区） 

6 

２．災害リスク 

（１）災害の想定 

①津波浸水 

・令和６年度に実施した県の津波浸水シミュレーションでは、地区の大半の部分が浸水深２m 未

満となっていますが浦戸湾に面する沿岸部では、甚大な津波浸水被害が想定される個所が分布

しています。 

・高知新港は太平洋に直接面する立地特性から 5ｍ以上の浸水となっています。 

  

  

津波浸水区域面積 (R6 県シミュレーション) ※ 【うち堤内】 
浸水深区分 面積(ha) うち堤内 構成比(%) うち堤内 

 浸水

想定区

域 

 3m 以上 88  23 19.2% 6.3%

 2m 以上〜3m 未満 39  35  8.5% 9.9%  

 1m 以上〜2m 未満 87  71  19.0% 19.5%  

 1m 未満 113  103  24.7% 28.4%  

 浸水想定区域計 327  232  71.4% 64.1%  

 非浸水想定区域 131  131  28.6% 25.9%  

 合計 458  363  100.0% 100.0%  

 

 

  

  

図表Ⅰ-5 津波シミュレーションによる浸水深別面積等 

出典等 : 県 R6 シミュレーション結果 (堤防等の耐震整備が完了している区間及び耐震整備の計画がある区間が「破壊

しない」と仮定した場合） 

図表Ⅰ-6 津波シミュレーションによる浸水深の状況 

出典等：県 R6 シミュレーション結果 (堤防等の耐

震整備が完了している区間及び耐震整

備の計画がある区間が「破壊しない」と仮

定した場合）について高知市都市計画基

礎調査 GIS データにより加工・編集 
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②その他の災害（地震の揺れ、液状化、土砂災害） 

・仁井田、十津地区で震度 7 の揺れが懸念されるほか、大平山を含め地区の多くの部分において

震度６強以上の揺れが想定されます。 

・沿岸部のほか、農地を中心に液状化の可能性が大となる箇所が分布しています。 

・大畑山や大平山などの山地や丘陵地の麓の多くで、土砂災害危険箇所が分布しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表Ⅰ-7 地震による揺れ 

 図表Ⅰ-9 土砂災害のリスク  図表Ⅰ-10 液状化のリスク 

出典等: 高知県防災マップ HP 出典等: 高知県防災マップ HP 

出典：高知市地震ハザードマップ（平成２６年） 

図表Ⅰ-8 洪水ハザード 

資料：高知県 HP 出典:高知県防災マップ 
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（2）津波浸水による建物被害想定 

・種崎の沿岸部及び仁井田の一部では、建物の全壊又は大規模半壊となる被災の恐れがあります。 

・十津では、一部で床上浸水などの被害を受ける可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）災害リスクのまとめ 

・(1)の災害リスクをまとめると下図表のとおりであり、特にリスクが高いと想定される浸水深

2m 以上の地区が種崎、仁井田地区に分布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表Ⅰ-12 災害リスクのまとめ 

図表Ⅰ-11 津波浸水による建物被害想定 (想定方法については共通編参照.) 
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１.復興まちづくりのビジョン 

・住民とのワークショップを踏まえ、三里地区が目指すべき復興まちづくりのビジョンを、次のよ

うに設定します。 

 

 

 

２．復興まちづくりの方向性 

・三復興まちづくりのビジョンの実現のための方向性について、次のように設定します。 

 

 

  

復興ビジョン 『海と大地と助け合い 災害に強く ずっと住みたいまち 』 

 

 

・地域のお宮や神社、イベント、趣のある民家の
景観・文化財等の被災からの復旧・継承を図り
ます 

・地域コミュニティによるお遍路文化や地域の歴
史・文化を保全・継承する担い手の育成を図り
ます 

 

・事前復興まちづくり計画のワークショップの
開催による住民同士の絆の強化、防災力の向
上を図ります 

・防災や福祉の重要性を高め、住民意識の向上
を図ります 

・町内会や町内会連合、各種団体、三里みらい
会議、三里まちづくりの会等によるコミュニ
ティの活性化を図ります 

・地域の交流を支える環境の整備を図ります 

・浸水深が２ｍ以上の地区について、移転若しく
は嵩上げと二線堤を組み合わせた復興を検討し
ます 

・安全性確保のため、区画整理事業や狭隘な道路
の整備を検討します 

・基盤整備（道路・橋・公共施設）の迅速な再建
を目指します 

・市営住宅の再編に伴う用地を確保します 
・県と連携して県道 35 号等の道路等基盤施設の防

災性を強化します 
・教育施設等の被災の防止、安全性の向上 
・コミュニティを中心とした良好な生活環境の形

成を図ります 
・地域の共助にもより公共交通利便性の確保を目指

します 

(4)歴史・文化の保全と継承 (3)なりわいの再生 

(5)地域共生社会の実現 

(1)安全安心なまちの再生 (2)住まいと暮らしの再建 

※二線堤とは、津波による被害を最小限にとどめるために、海側

堤防の内陸部につくられる第２の堤防。 

・新港周辺の備えの強化と迅速な復興を目指しま
す 

・工場などは既存施設の現地での復興を図ります 
・除塩や農用水を確保した農地の早期復興を図り

ます 
・高知新港を活かした賑わいや雇用の創出を図り

ます 
・海水浴・マリンスポーツ・つりなど資源を活か

した賑わいづくりを図ります 

さいがい 
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１．三里地区の復興パターンの検討 

（１）復興パターンの考え方 

土地利用の現況と災害リスクから考え、浸水深の大きなところなど災害危険性の高いエリアにつ

いて、以下の検討フローにより、復興パターンを検討しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④重点リスクを中心とした復興パターンの検討 

復興後のまちづくりにおいても津波浸水のリスクが高く、かさ上げや移転等の

整備などを検討する地区等を中心として復興パターンを設定します。 

三里地区では２つの案を検討しました。 

 

 

 

 

 ① 土地利用現況及び公共施設配置等： 

検討の前提となる三里地区の現況土地利用及び主要な施設等の状況を整理 

②土地利用ゾーン： 

都市計画マスタープランの土地利用ゾーン、立地適正化計画等により土地利用

の方向を整理 

③災害リスクの把握： 

津波による浸水深に応じた対策の必要性を把握し、甚大な被災リスクがあり面

的な嵩上げや移転等を考える必要のある地区を抽出(P8「（3）災害リスクのま

とめ」参照) 

第 2案 移転対応案 

【移転による安全性向上・土地

利用再編パターン】 

第 1案 嵩上げ案 

【嵩上げによる現地居住継続パ

ターン】 

図表Ⅰ-13 復興パターンの検討フロー 

住民意見反映により最終まとめ 

(経緯・修正事項についてはⅡ参照) 
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（２）復興パターンの方向性 

検討フローに基づき、復興まちづくりにおいて取り組む復興パターンの方向性について、下図の

2 案を検討しました。 

本地区の復興パターンの方向性については、現時点で 1 つのパターンに確定するのではなく、今

後の社会情勢や、実際の災害規模・被災状況、および住民の皆様の意向を踏まえ、柔軟に集約を図

りながら復興まちづくりを進めることとします。 

具体的には、これまでの住民ワークショップでの意見を踏まえ、本地区の重点リスクへの対応と

して、特に甚大な建物被害の恐れのある種崎地区(図Ⅰ—12 に示す(1))について、「嵩上げ（現地

再建）」と「移転対応」の 2 つを基本の復興パターンとして設定します。その他の重点リスク(図

Ⅰ—12 に示す(2)、(3))については、復興に当たって想定する浸水深が概ね 2m 未満、また建物被

害の範囲が特定できないことから、現地再建を基本とする復興パターンとして設定します(各案共

通)。 

実際の復興に際しては、この 2 つのパターンを軸とし、ワークショップで出された「地域コミュ

ニティの維持」や「安全性確保」などの多様な意見に最大限配慮しながら、具体的な復興案の選

択・集約化を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
現地で住み続けられる復興を基本とし、種崎地

区の現地再生(甚大な被災が想定される地区で面
的嵩上げにより津波安全性の高い住宅地を復興
します。 

あわせて地区内の道路ネットワークを進めま
す。 

 
 
甚大な被害が想定される箇所(種崎地区)の高台

移転によるコミュニティの維持を図ります。 
あわせて地区内の道路ネットワークを進めま

す。 
 
 

第 1 案【嵩上げ案】復興パターン 第 2 案【移転対応案】復興パターン 

面的嵩上げ+ 
道路ネット
ワーク整備 宅地の嵩上

げ(土地区画
整理事業) 

二線堤 

市営住宅の整備に合
わせた住宅用地供給 

二線堤 

宅地嵩上げ(土地
区画整理事業) 

移転先の
高台整備 

新市街
地整備 

その他は原型復
旧を基本とする 

市営住宅の整備に合
わせた住宅用地供給 
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3．復興パターン  

（１）第 1 案【嵩上げ案】の復興パターン・ゾーニング  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1 案【嵩上げ案】側面図 

 (図表Ⅰ-14) 第 1 案【嵩上げ案】復興パターン 

 (図表Ⅰ-15) 

○全体の主な方向性 住み続けられる復興を基本とするコミュニティの維持 
 【主な復興事業内容】 
・種崎地区の現地再生 (A)【面的嵩上げと道路ネットワーク整備により津波安全性の高い住宅地を復興、嵩上

げ区画整理約 8ha、道路ネットワーク整備延⾧約 3.8km 想定】 
・地区の安全性の向上(B)【面的な嵩上げ区画整理により、狭隘な道路基盤を改善し安全性の高い市街地を復

興。嵩上げ区画整理約 19ha 想定】 
・狭隘な道路の整備 (C)【狭隘な道路を拡幅し道路ネットワークを整備し安全性向上 延⾧≒1,2km 想定】 
 

 整備範囲の想定について 
 
(A) 浸水深 2m 以上の範囲を

中心に区画整理区域を設
定。設定に当たって、区
域範囲の拡大と道路拡幅
による整備と合わせた 4
案について、住民ワーク
シヨップでご議論いただ
き、合意や事業規模、事
業期間から範囲を設定。 

〇種崎地区比較案【B～D 案】 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B)―狭隘な道路と 2m に近い
津波浸水が見られる区域に
より設定。住民ワークシヨ
ップでご議論いただいき、
周辺については迅速な整備
が可能な道路ネットワーク
整備案となった。 

 



高知市地区別事前復興まちづくり計画（三里地区） 

13 

 

 

  

○自然環境ゾーン 

・良好な環境の保全 

・災害時の産業振興などの

良好な土地利用の検討 

○田園環境ゾーン 

・被災農地の速やかな復旧 

・自然環境と調和した集落機能

の再開 

○新交流拠点ゾーン 

・各施設の速やかな復旧と、国

際物流・交流拠点機能向上 

・避難対策の実施 

○臨海工業ゾーン 

・産業復興、雇用の確保に向

け事業所の速やかな再開 

・避難対策の実施 

○住宅ゾーン 

・津波浸水に強い住宅の誘導 

・狭隘道路の整備 

・インフラ等の迅速な復旧 

・避難対策の実施 

大平山・大畑山 
展望台、ボルダリン
グ・山道など遊び

や、災害時に備えた
公園機能等の整備の
検討 

高知新港 
県外向けの新たな定
期便、海を活かした
遊覧船など経済・観

光・にぎわいの活性
化 

種崎千松公園 
種崎海水浴場 

海水浴場、マリン
スポーツ、花火大
会復活など賑わい

の復活 

 (図表Ⅰ-16) 
 

第 1 案【嵩上げ案】ゾーニング図 
※高知市都市計画マスタープランの地域別構想をふまえて設定したものです。 
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（３） 第 2 案【移転対応案】の復興パターン・ゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○全体の主な方向性   高台移転によるコミュニティの維持 
・甚大な被害が想定される箇所(種崎地区)の高台移転によるコミュニティの維持 
・地区の安全性の向上 
・津波浸水からのまちの迅速な復興 

第 2 案【移転対応案】側面図 

 (図表Ⅰ-17) 第 2 案【移転対応案】復興パターン 

 (図表Ⅰ-18) 
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○自然環境ゾーン 

・良好な環境の保全 

・災害時の産業振興などの

良好な土地利用の検討 

○田園環境ゾーン 

・被災農地の速やかな復旧 

・自然環境と調和した集落機能

の再開 

○新交流拠点ゾーン 

・各施設の速やかな復旧と、国

際物流・交流拠点機能向上 

・避難対策の実施 

○臨海工業ゾーン 

・産業復興、雇用の確保に向

け事業所の速やかな再開 

・避難対策の実施 

○住宅ゾーン 

・津波浸水に強い住宅の誘導 

・狭隘道路の整備 

・インフラ等の迅速な復旧 

・避難対策の実施 

大平山・大畑山 
展望台、ボルダリン
グ・山道など遊び

や、災害時に備えた
公園機能等の整備の
検討 

高知新港 
県外向けの新たな

定期便、海を活か
したレジャー施
設・遊覧船など経

済・観光・にぎわ
いの活性化 

種崎千松公園 
種崎海水浴場 

海水浴場、マリン

スポーツ、花火大
会復活など賑わい
の復活 

 (図表Ⅰ-19) 第２案 【移転対応案】 ゾーニング図 

※高知市都市計画マスタープランの地域別構想をふまえて設定したものです。 
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(３)  仁井田・十津地区の復興パターン【第 1、2 案共通】 

  

十津地区 側面図 

仁井田地区 側面図 

 (図表Ⅰ-20) 

 (図表Ⅰ-21) 
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(４) その他の整備の検討 

種崎地区・仁井田地区における道路ネットワーク整備等により、居住環境・利便性等の向上を

図ります。現状幅員が 4.0m 未満の道路は 4.0m へ拡幅します。このため、道路に隣接する地権

者の敷地面積の減少やそれに伴う合意形成を進めます。 

 

 

  

図表Ⅰ-22  三里地区の地区道路ネッワークの整備 

種崎地区 道路ネッワーク整備案 
 

住民ワークシヨップにおける意見等をふまえて

路線設定 
W 2.7m～の狭隘な道路の 4m への拡幅、支障

物件の除却等 延長≒3.8 km 

仁井田地区  
道路ネッワーク整備案 
 
住民ワークシヨップにおける意見

等をふまえて路線設定 
W 1,3m～の狭隘な道路の 4m へ

の拡幅、支障物件の除却等 延

長≒1.2km 

 



高知市地区別事前復興まちづくり計画（三里地区） 

18 

 

 
  

 
復興パタ

ーン 
第１案 嵩上げ案 第２案 移転対応案 １・２案共通(仁井田・十津) 

ポイント 

・住み続けられる復興を基本とす
るコミュニティの維持 
➡甚大な被災が想定される地区では

嵩上げにより、津波安全性の高い

住宅地を復興 

➡周辺の道路ネットワークの整備 

・甚大な被害が想定される箇
所の高台移転によるコミュニ
ティの維持  (移転先候補とし

て近接した周辺市街地(空き地・

空き家の活用等)やコミュニティ

の維持に配慮した高台を検討) 

➡周辺の道路ネットワークの整備 

・住み続けられる復興を基
本とするコミュニティの
維持 
➡道路基盤の整備と嵩上げを

含む宅地の利用増進の実現 

活用事業 

・土地区画整理事業（嵩上げ） 

・狭隘道路の整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

・防災集団移転促進事業 

・移転元地の公園事業 

（災害危険区域） 

・土地区画整理事業及び道路ネ

ットワークの整備（仁井田） 

・道路嵩上げによる二線堤の整

備 

（仁井田・十津） 

メリット 

・現地での生活再建、コミュニティ

の再構築 

・防災機能等の安全性向上 

・土地利用の最適化(集約化)が図れる 

・安全な場所への移転により生命

や財産を守ることができる。 

・移転先で集落機能を再編し、コ

ンパクトで暮らしやすいコミュ

ニティの形成が図れる 

・現地での生活再建、コミュ

ニティの再構築 

・防災機能等の安全性向上 

・土地利用の最適化(集約化)

が図れる 

デメリッ
ト 

・合意形成の長期化 

・整備の長期化 

・減歩など土地の負担 

・周辺の住宅環境悪化の恐れ(嵩上げ

による段差等) 

・移転候補地の土地の確保 

・自然環境の悪化 

・高齢者への生活環境への影響 

・合意形成の長期化 

・整備の長期化 

・減歩など土地の負担 

・周辺の住宅環境悪化の恐れ 

事業期間 
△ 

（被災から７～８年） 

○ 
（住宅建設着手まで被災から４～

５年） 

△ 
（被災から７～８年） 

個人負担 
△ 

（土地減歩あり。負担は原則な

し。）※注 2 

△ 
（元地の売却等により宅地取得。

住宅建設は個人負担） 

△ 
（土地減歩あり。負担は原則

なし。）※注 2 

その他 自力では住宅再建が困難な場合、災害公営住宅による生活再建 

※注 1：個人による個別嵩上げの場合、東日本大震災では支援の実績があります。 
※注 2：建物が全壊の場合は異なります。 

職員の被災も想定され、応急復旧や被災者支援などの膨大な業務に追われ、復興計
画の策定に⾧期間を要する。 
復興計画の策定に時間を要すると、復興事業の着手が遅れ、住民や企業は疲弊し、
再建する意欲を失ってしまうなど、地域の活力が失われてしまうおそれがある。 

東日本大震災では復興の事前準備が十分ではなかった(被災市町村へのアンケート結果から) 
〇用地の確保等に苦慮 

事前準備がない状況で、応急仮設住宅や災害公営住宅、防災集団移転先等の用地確保に苦慮した 
〇行政の方針作りに時間を要する 

合意形成のために地域住民との話し合いが不可欠だがそのためには「行政としてのしっかりとした揺るぎない考え方」を示す必要 
〇住民の意見対立があり合意形成が⾧期化、困難化 
・効率的なインフラ整備のため漁港と住まいの集約化等を図る考え方と集落毎の移転を希望する地域住民との合意形成に苦労 
・移転か嵩上げかで意見が分かれ、地域住民と行政の関係が悪化するケースも存在 
〇復興に時間がかかり人口が流失 
・市民からは「十分に時間をかけた計画づくり」よりも「とにかく早く先の見通しを示してほしい」という意向が強かった 
・造成期間の⾧さから、町内での再建をあきらめ、近隣の早期住宅再建可能地を求める住民は目立った➡人口流失 

出典:下記を参照して
編集 
高知県における事前
復興まちづくり計画
策定の取組について-
高知県危機管理部南
海トラフ地震対策課 

甚大な被害の中で復興の話し合いが実施された➡ 

 図表Ⅰ-23  復興パターンの内容 
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１. 復興整備事業と実施主体 

主要な復興事業は、第 1 案嵩上げ案は土地区画整理事業等、第 2 案移転対応案は防災集団移転

促進事業が想定されます。その他、生活・住宅再建のために災害公営住宅の供給、個別移転の支

援等が想定されます。 

 

 

主な内容 活用が期待される代表的な事業 【実施主体】 事例 

 
第1案 
嵩上げ案 

 
抜本的な基盤整
備や土 地 利 用 再
編 、 盛土による
嵩上げ【現地で
生活再建】 

 
 
 

・土地区画整理事業 【・高知市又は地権者(土地区画整理組
合等)】 

  
) 

・東日本大震災における
土地区画整理事業（気
仙沼市、大船渡市、女
川町等） 

・熊本地震における被災
市街地復 興 土 地区 画
整 理 事 業（益城町） 

第2案 
移転対応案 

 
被災区域外の新
たな市街地への移
転【安全な高台等
への移転】 

・防災集団移転促進事業【移転等住民の協力に基づき高知市が
実施】 

 ・ 
 
 
 
 
 
 
 

・東日本大震災にお
ける内陸、高台等
への移転(東松島市、
女川町等) 

・新潟県中越地震におけ
る集落移転（長岡市） 

・北海道南西沖地震にお
ける集落移転（奥尻
町） 
 

・安全性の高い
公的な住宅への
移転 

・災害公営住宅【高知市等】 
 

・各種大規模災害で
実績 

※東日本大震災では
完成戸数30,077
戸(復興庁、最新発
表の令和２年度12
月末) 

・高台への自力
移転 

・災害危険区域などからの移転の支援(がけ地近接等危険住宅
移転事業等) 

【移転等住民の
移転に高知市
が支援等を実
施】 

・災害で実績 
※東日本大震災
の各地 

図表Ⅰ-24  復興整備事業と実施主体 
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2. 復興整備事業とあわせて必要な事業 

復興パターンに基づく復興整備事業とあわせて、効果を増大させるため、国・高知県と連携しな

がら、下記の事業に取り組みます。 

○市営住宅の再編             

・三里十津南市営住宅及び三里十津北住宅は市営住宅の再編をふまえて、災害公営住宅の供給や、

防災機能を備えたふれあい施設整備を検討します。 

○継続的な津波避難対策          

・三重防護の推進や、現在の津波避難計画(三里小学校区、十津小学校区)を踏まえながら、安全な

避難路の整備を検討していきます。 

・既存の津波避難センターは、日常的な利用開放などコミュニティ活動の活性化や地域の防災意識

の向上に向けた活用促進を図ります。 

○災害時に使用可能な用地等の確保と活用  

・迅速な復興に向けて必要な住宅や用地の確保・活用を図ります。 

項 目 内 容 

被災者が地区内で居住継続するための
住宅確保 

地区内の既存賃貸住宅の斡旋等 
仮設住宅の地区内確保と恒久利用の検討 

迅速な復興に有効な用地確保 
(復興事業実施のための仮住居等用地、
災害廃棄物の仮置き場用地等) 

活用可能な地区内の空き家・空き地の確保 
地権者等の意向に基づき、活用が可能となる産業用地や農地
等の情報収集、利用調整 

その他 地区内公共施設等の敷地の一時利用の検討等 

○なりわい再生に向けた土地利用の推進  

・仁井田新橋西側の準工業地域における工場と住宅が混在する地区では、被災等に応じ複合化によ

る住宅の上層化等を誘導します。 

・地区東部の浸水深が大きな農地では、除塩や水路・農道の復旧による復興を図ります。 

〇高知新港の利用促進強化        

・高知県と連携し、高知新港の復旧・復興と合わせた、防波堤等の開放や高知港内の小型旅客船ネ

ットワーク構築などによる交流・地域商業等の活性化を図ります。 

○歴史・文化など地域資源の再生・活用  

・仁井田神社の秋祭りなど地域イベントの担い手の確保や文化財の被災からの保全・復旧に取り組

みます。 

○健康・医療・教育に関する事業     

・高知医療センターや県立大学との連携のための道路ネットワークの確保を図ります。 

○その他の復興まちづくりに関係する事業 

・復興まちづくりに関係する既定の事業の実施を図るとともに、移転対応の復興パターンの場合

は、移転元地の取り扱いについて都市計画としての整合化(必要に応じて高知市立地適正化計画

における居住誘導区域からの除外など)を検討します。 

・防潮堤の耐震化、ポンプ場の耐震化・耐津波化 
・生活道路の整備、種崎千松公園の利用促進、生活排水対策 
・木質バイオマス発電の促進等の産業に関する事業 
・野菜・花卉などの施設園芸の育成,集落機能の維持・増進 
・防潮・防風林などの防災機能保全、ウオーターフロントの整備・活用、海岸の養浜対策 
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3. 復興計画の期間、実施体制 

（１）想定される整備スケジュール 

復興パターンに示されたまちづくりの実現に向けたスケジュールを設定します。おおむね発災後の

１年間は、復興まちづくり計画の策定を想定し、１年後から事業に関する調査や調整を実施（１～２

年）、その後に事業着手、住宅建設等が進むと想定します。 

※高知市事前復興まちづくり計画復興基本方針では、発災から約 1 か月の応急復旧を「応急対策期」

とし、約 1 か月から約 8 年間の復興を「復旧・復興期」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 事業 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 

まちづくり計画 復興まちづくり計画の策定 
※住民意向の把握・反映により地区の
復興の基本方針となる計画づくり 

        

 

重

点

リ

ス

ク 

第 1案 

嵩上げ案の

場合 

土地区画整理事業 

 

 

        

道路ネットワーク整備(狭あい

道路整備等促進事業等) 

 

        

第 2案 

移転対応案

の場合 

防災移転促進事業 

 

        

移転後跡地の公園事業等 

 

        

その他の事業 

(第 1 案、第２

案共通) 

仁井田地区土地区画整理事業 

 

        

仁井田・十津地区における県

道 35 号と沿道宅地の嵩上げ 

        

市営住宅の再編 

 

        

土砂災害対策の実施 

 

        

その他の事業等 

○災害公営住宅の供給 

○継続的な津波避難対策 

○災害時に使用可能な用地の確保と活用 

○なりわい再生に向けた土地利用の推進 

〇高知新港の利用促進強化 

○歴史・文化など地域資源の再生・活用 

○健康・医療・教育に関する事業 

○その他の復興まちづくりに関係する事業 

        

  

図表Ⅰ-25  想定される整備スケジュール 

検討・策定 
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（２）計画実施の体制 

復興の実現に向けて、市民、行政、事業者などがそれぞれの役割に応じた取り組みを進めていく

必要があります。特に重点リスクに関わる地区の整備や道路などの整備は、早急に事業を推進して

いく必要があり、各主体の協力関係のもとに進めます。 

なお、災害からの復興が円滑に推進されるよう、住民と高知市は平常時からの事前復興まちづく

り計画のブラッシュアップと情報提供、定期的な話し合いの場を設定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民 

 

高知市 

 

 

重点リスク地区等

の関係者 

図表Ⅰ-26  計画実施、見直しの体制 

高知県、関係機関 

地区内の事業者 

・事業再開に向けた
取り組み 

・安全対策等の実施 

・ 防潮堤、河川、道路など
ハード整備に関する計画、
実施 

・ 各種支援 

参画 

支援 

・ 復興計画への意見提出 

・ 各種事業(防災集団移
転、土地区画整理事業
等)への参加 

・ 住宅の再建 

・復興計画の策定 

・復興関連事業の
調整、実施 

連携・調整 

・まちづくり協議
会の活動運営 

・事業実現に向け
た合意形成 

連携・協力 

参画 支援 
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Ⅱ 計画策定プロセスと住民の皆様の声 
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１．計画策定プロセス 

 

（１）計画策定における住民意見の反映 

計画策定に当たっては、住民ワークシヨップの

開催と、意見投稿プラットフォーム、中学生アン

ケート等を通じて市民意見を把握、反映しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ワークシヨップによる住民意見の把握と計画案への反映 

種崎・仁井田・十津小学校区ごとに住民ワークシヨップを開催し、市のたたき台を素材とし

て復興ビジョンや復興パターンについて意見交換や話し合いを進め、案の集約を図りました。 

 

 

  

図表Ⅱ-1  住民意見の反映の体系 

図表Ⅱ-2  住民ワークシヨップの流れ 

種崎地区 

仁井田地区 

十津地区 
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２．三里地区の皆様の声の計画への反映 

（１）地区の良いところ・残したいもの、普段の生活で困っていること 

ワークショップでは、小学校区ごとに、三里地区の良いところ・残したいもの、普段の生活で

困っていることは自然・緑や歴史・文化等の良い点が上げられました。一方、公共交通や災害等

については困っていることが多い傾向にあります。また、種崎小学校区で暮らしや災害に関する

困り事が多い傾向にありました。これらは復興ビジョン検討に反映しました。 

 

 

 

地区 

項目 

良いところ  残したいもの 
困っていること 

安全安心な 

まちの再生 

避難訓練が多い（地域の学校や保育園との連携） ●古い塀、高いブロック塀の倒壊が心配 

狭い避難路・避難場所の土砂災害リスクがあり、避
難できるか心配 
山にある避難路・避難場所が維持管理されていない 

海が近いため津波が心配 

住まいと 

暮らしの再建 

●スーパーがある /病院がある 

医療センター (高台にある・アクセスが良い） 
無料で乗れる渡船 /海水浴や釣りが楽しめる 
過ごしやすい気候 /景色（大平山・公園） 

自然が多い /住みやすい 

スーパーなどの店が少ない（散髪屋・病院等） 

バスの便が少ない 
●道路の路面状況が悪く、狭い道が多い 

なりわいの 

再生 

造船所 /園芸が盛ん（グロリオサ・パイナップル等） 

特産物のグロリオサを残したい 

働く場所が少ない 

歴史・文化の 
保全と継承 

各地区に神社（仁井田神社・貴船神社・天明磐國神社） 

坂本龍馬ゆかりの歴史文化財 /お遍路文化 
仁井田神社（お祭り）を残したい 

— 

地域共生社会の
実現 

●地域のつながりが強い 空き家・空き地が多く樹木等の管理ができていない 

 

（２）復興まちづくりの方向～楽しくなるようなまち 

住みやすいとともに、高知新港や大平山などの資源を活かした観光などの賑わいのある「楽し

くなるような未来のまち」について話し合い、復興後に目指す地区の方向示す復興ビジョン検討

に反映しました。 

 

 

  

 図表Ⅱ-3 地区の良いところ・残したいもの、普段の生活で困っていること(第１回) 

 図表Ⅱ-4 楽しくなるような未来のまち(第１回) 

 中学生アンケートによる意見等 ●中学生も同じ意見 

 中学生アンケートによる意見等 ●中学生も同じ意見 
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（3）復興ビジョン 

ワークショップでは、復興ビジョンについての住民意見を把握し、計画に反映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

■第２回 ビジョン修正案の評価 

■第１回の意見への対応応 
(第１回の様々な住民意見から
3 案を作成) 

■第３回 まとめ 
ワークショップ等で最も多くの支持をいただいた「案 3」をベースに、次点の「案 2」でご

意見の多かった「災害への強さ」も取り入れ、皆様の想いを一つにしました。 
三里の誇りである「海」や「大地」、そして大切な「助け合い」。子供から大人まで、誰もが分
かりやすく覚えられるこの言葉をつなぎ、三里地区の目指すべき姿にしました。 

図表Ⅱ-5 復興ビジョンに関する住民意見と対応 
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（４）復興パターン 

ワークシヨップでは、市のたたき台をもとに、復興パターンについて議論いただき、計画に

反映しました。 

 

 

 
 
嵩上げ案【第一案】 

住み慣れた地域で再び住みたい 

種崎地区の一部ではなく、浸水予想エリアの広い範囲もしくは全体を嵩上げしてほしい 
狭い道路や古い建物が多いため、市主導で種崎地区全体を嵩上げしてほしい 
被災後、海に隣接したところに住むのは怖いと思う 

種崎を嵩上げすることで街に流れてくる津波を抑えられる 
コミュニティの維持ができる 
種崎の人たちにもそこでの思い出があったりするため、移転しなくてもいいような案があ

るならそっちの方がいいと思う 

移転対応案【第二案】 同じ三里でも地区が変わると文化も違うため、種崎内で嵩上げして移転したい 

船の係留地を埋立て、移転先や交流施設・広場にできないか 
千松公園を埋め立て、嵩上げして住宅と避難先としたらどうか 
移転候補地として大平山・大畑山を活用したらどうか 

生活の利便性が悪くなるのではないか（スーパー・公共交通） 
コミュニティの分断と移転先での人とのつながりが不安 
移転案は安全面としてはいいが、種崎の人の家が変わってしまう点は寂しい 

少しでも安全なところに移転したほうが安全 
移転候補地はあまり使われているところを見たことない、有効活用したほうがいい 

【共通】 南北に走る中道を拡張してほしい 
避難センターに逃げられない場合に避難できる高い家がわかるマップがほしい 
高齢者に配慮した災害公営住宅にしてほしい 

二線堤で道路が高くなることによって近隣の分断や生活の利便性が悪くなるのではないか 
災害に強いまちにしたい 
コンパクトなまちを目指したい 

  

■第 1 回 復興パターンに関する主なご意見          ※緑字は中学生アンケート 

■第 2、3 回  

・各案ご意見の対応 

・嵩上げ案を中心に、種崎地

区の安全性向上のための道

路整備に関する案について

議論 

・仁井田地区における道路ネ

ットワーク整備が必要とす

るとのご意見から、道路の

整備案を提示・議論 

・十市川からの浸水につい

て、地震発生時には、ゲー

トを閉めて海側からの津波

を防ぎつつ、必要となれば

ポンプで十市川の水を排水

する棟資料にて説明。 

 

 図表Ⅱ-6  復興パターンに関する住民意見  

■復興パターン案のまとめと道路ネットワーク整備 

・種崎地区及び仁井田地区の道路ネットワーク整備等を含めた復興パターンを話し合い、一案に

絞らずに最終案をまとめました。

種崎地区道路整備ネットワーク整備案 

仁井田地区道路整備ネットワーク整備案 
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（５）速やかに復興するために必要なこと 

ワークショップでは速やかに復興するために必要なことを話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

  

 図表Ⅱ-7  速やかに復興するために必要なことに関する住民意見(第２回ワークシヨップ) 



高知市地区別事前復興まちづくり計画（三里地区） 

29 

（５）災害が起こる前からできることを考えてみよう！ 

災害が起こる前からできることを話し合いました。 

(種崎地区) 

 

(十津地区) 
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(仁井田地区) 
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Ⅲ 今後の取組 
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１．速やかな復興のための事前の準備や取組 

住民ワークシヨップにおける意見を踏まえて、復興基本方針の基本理念と復興に向けた取組に基

づいて、住民と行政が連携して速やかな復興に向けて、下表に示す準備や取組を進めます。また、

これらの準備や取組の柱となる事前復興まちづくり計画に関する取組について、次節に具体的に示

します。 

 

 

■発災に備えた取組等 ～主役・担い手の住民の命を守り、住まい等の被害防止や低減により復興を迅速化 

〇命を守る 
  

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組 

住民・事業者(自助) 地域・団体(共助) 行政(公助) 

・安全な避難の確保 

・情報の速やかな取得方法の確
認・準備(各種緊急通報、防災行

政無線等) 

避難訓練や安否確認訓練の実施・体

制づくり 

・情報の速やかな提供システムの整備・準
備 

(各種緊急通報、防災行政無線等) 

・避難経路・避難場所の確認・訓
練参加 

・防災用品の準備 

・避難行動の意識啓発・訓練の支援 

・避難経路・避難場所の整備 

・災害対策拠点（庁舎、学校等）の整備 
・津波避難計画の見直し、強化 

・安全・安心・健康な避難

生活や避難所生活の確保
(災害関連死の防止) 

・避難所運営訓練等への参加・

協力 
・備蓄等 

避難所運営の訓練・体制づくり 

・避難所の整備 

・物資備蓄 
・運営体制の準備 
・メンタルヘルスや健康等相談体制の準備 

・在宅避難や車中泊等多
様な避難(災害関連死の

防止) 

・在宅避難・車中泊等に対する準
備、アンケート等の行政への協

力 

・在宅避難・車中泊等に対する地区・
コミュニティによる支援の検討 

・在宅・車中泊避難者への対応体制・準備

を進める。 
※在宅・車中泊避難者の支援等の手引き
(R6、内閣府)参照 

・的確な情報伝達 

・(再掲)情報の速やかな取得方

法の確認・準備(各種緊急通報、
防災行政無線等) 

・地域における情報伝達、安否確認
等体制づくり 

・(再掲)情報の速やかな提供システムの整
備・準備(各種緊急通報、防災行政無線等) 

・地域での助け合いの強
化 

ご近所・相隣関係づくり 日頃からのご近所・相隣関係づくり 

・共助のきっかけとなる場の整備や機会の

強化・創出の支援(ふれあいセンター等) 
・地域共生社会づくりに関する一連の取組
の継続・強化) 

〇暮らし・住まいを守る 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組 

住民・事業者(自助) 地域・団体(共助) 行政(公助) 

地震の揺れに強い住まい
づくり 

・耐震補強や再建時の耐震化 － 
・耐震化支援(耐震診断、住宅耐震改修補

助) 

・家具等の転倒防止 － 
・家具の転倒対策の周知・支援(家具等転

倒防止対策支援事業) 

火災の防止 

・通電火災等のための感震ブレ

ーカ―設置 
・消火器等の整備 

初期段階の消火活動体制の準備 
・通電火災対策の周知 
・火災発生の危険性のある空き家等の除却 

津波等浸水に強い住まい

づくり 

新築や再建等における嵩上げや

高床化等の実施 
－ 宅地嵩上げや高床化に関する支援の検討 

被災・再建等に備えた権
利の明確化 

相続登記等権利の明確化 － 相続登記等の促進、情報提供等支援 

  

図表Ⅲ-1  速やかな復興のための事前の準備や取組 
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■応急段階～迅速な復興に向けて生活の基盤を確保する。 

〇一時的な住まいを確保する 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組 

住民・事業者(自助) 地域・団体(共助) 行政(公助) 

仮設住宅や災害廃棄物処
理等のための用地の確保 

候補となる住宅・土地の登録や
情報提供 

候補となる住宅・土地の登録や情報
提供 

・高知市防災協力仮設候補地登録制度に

よるリスト化や、不動産事業者との連携等
による活用可能な賃貸住宅、空き地空き家
等の情報把握システムの構築 

・高知市をはじめ、国、高知県における災害
時に活用可能な土地の把握と活用のため
のシステムの構築 

災害公営住宅の供給(民

間賃貸住宅の活用等を含
む) 

候補となる土地の情報提供 候補となる土地の情報提供 

・高知県と連携した災害公営住宅の供給に
関する検討の推進 

・賃貸型供給のための不動産事業者との連
携など、活用可能な賃貸住宅空き地空き家
等の情報把握システムの構築、リスト化 

ボランティアの協力の確保 
－ 

(ボランティア活動の参加準備) 
－ 

(ボランティア活動の参加準備) 
・ボランティア活動団体との連絡体制・調整
づくり 

・教育・医療・福祉施設の

被害の防止や低減 
※地区別事前復興まちづくり計画における二線堤など多重防御による津波被害低減等の方策の検討推進 

〇なりわいの再生の着手 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組 

事前の自助の取組(住民) 事前の共助の取組 事前の公助の取組 

被災時の事業継続 BCP(事業継続計画)の策定 
工業団地など共同の BCP(事業継続
計画)の策定 

BCP(事業継続計画)の策定支援 

被災に備えた事業所の移
転など 

事業所移転等についての検討等 － 事業所の移転先の情報提供、斡旋等、 

災害に強い事業構造の構
築 

IT 活用、自然エネルギの活用、 事業者や異業種との連携等の推進 事業所の移転先の情報提供、斡旋等 

観光資源・計画の迅速な

復旧・復興 
BCP(事業継続計画)の策定 事業者や異業種との連携等の推進 

・災害からの復旧・復興計画の策定 

・観光再生・振興方策の準備 

浦戸湾内の海上交通ネッ
トワークやクルーズ船を活
用した人・物資の輸送ネッ

トワークの確保の検討 

－ － ・事業者等との調整による対応の検討 
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■復興期～迅速な暮らし・住まい・まちの復興 

〇復興まちづくり 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組 

事前の自助の取組(住民) 事前の共助の取組 事前の公助の取組 

持続可能なまちづくりに向

けた復興パターンに基づく
復興まちづくり事業の推進 

※持続可能で、迅速な復興につなげていくために、地区別事前復興まちづくり計画の社会経済情勢や住民意向等の変
化に基づく内容の深化・改定を推進。次節参照 

 

事前復興まちづくり計画を
ふまえた、事前移転など

災害前における事業実施 

・事業に関する理解 
・地区、コミュニティの意見のま

とめ 

・住民意向を踏まえた事業実施の検討・準備 
・移転先用地の事前検討(高知市の他、国・高知
県、大規模民有地所有者等) 

・差し込み移転のための空き地空き家等の情報把
握システムの構築、リスト化 

 

地域の課題を解決する道
路ネットワーク等インフラ

等の整備 

※(再掲)地区別事前復興まちづくり計画に基づき、復興時に迅速に取り組むための検討を推進。次節参照  

公共交通の維持・利便性

向上 
維持のための活用促進 維持のための活用促進 ・高知市公共交通計画に基づく公共交通の維持  

液状化対策 
・液状化に対する理解や対応策

の検討 

・地区・コミュニティ単位で液状
化が発生した場合の対応策の
検討 

・液状化対策の検討・準備  

〇防災基盤の整備 
 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組  

事前の自助の取組(住民) 事前の共助の取組 事前の公助の取組  

津波防護施設等の整備 (事業の理解・協力) (事業の理解・協力) 
・三重防護対策の推進(国・高知県) 

・河川堤防の強化検討・推進(高知県) 
 

緊急輸送道路等の道路機

能の強化 
(事業の理解・協力) (事業の理解・協力) 

・緊急輸送道路における津波浸水の強化等の検

討(高知市。国・高知県) 
 

長期浸水への対応 
・長期浸水に応じた対策の検討
(一時避難先や備蓄等) 

・長期浸水に応じた対策の検
討(一時避難先や備蓄等) 

・排水ポンプ場や水門強化(弥右衛門掘、絶海)の
検討推進 

 

液状化への対応 
・液状化に対する理解や対応策

の検討 

・地区・コミュニティ単位で液状
化が発生した場合の対応策の
検討 

・液状化対策の検討・準備  

〇住まい・生活の再建 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組 

事前の自助の取組(住民) 事前の共助の取組 事前の公助の取組 

住まいの自力再建 ・行政による支援制度の理解等 － 
・生活・住まい再建支援制度の情報提供等・復興
資金に関わる財源等の手当検討 

災害公営住宅の供給(民

間賃貸住宅の活用等を含
む) 

候補となる土地の情報提供 候補となる土地の情報提供 

・高知県と連携した災害公営住宅の供給方策検討 

・賃貸型供給のための民間賃貸住宅の情報把握
システムの構築、リスト化 

〇歴史・文化の継承 
 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組  

事前の自助の取組(住民) 事前の共助の取組 事前の公助の取組  

・記録保存進 ・資源や伝承の記録等 ・資源や伝承の記録等 ・記録保存等の支援  

・取組体制 
・復旧や復興のための体制への

参加 

・復旧・復興のための体制づく

り、協力・担い手育成 

・重要な歴史・文化資源の被害低減・復旧等の支

援策の検討 
 

・被災に備えたスポーツ施
設等の復旧・復興計画の

準備 

・復旧や復興のための体制づくり
(事前登録等) 

・イベント参加など振興への協
力等(事前) 

・活動活性化のための支援、拠点施設整備等  
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〇地域共生社会づくり 
 

災害前の取組の考え方 
事前の自助・共助・公助による取組  

事前の自助の取組(住民) 事前の共助の取組 事前の公助の取組  

・人口減少、早期帰還に対
対応したコミュニティ活性

化 
ご近所・相隣関係づくり 

日頃からのご近所・相隣関係

づくり 

・地域共生社会づくりに関する一連の取組の継

続・強化  
 

教育活動や社会活動、コミ
ュニティ活動等の拠点とな

る学校、各地域のふれあ
いセンター（コミュニティセ
ンター）等における早期の

復旧、機能回復のための
整備推進 

・地域における利用の促進 ・地域における利用の促進 ・関連計画との調整に基づき、事前の整備の検討  
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2．事前復興まちづくり計画に関する取組の推進 

被災後に速やかな復興を目指すため「地区別事前復興まちづくり計画」について、住民・行政の

協働の取組を進めます。 

（１）住民の取組 

被災後に速やかな復興まちづくりを実現していくため、「地区別事前復興まちづくり計画」をふ

まえた、平時からの地域のつながりづくりやまちづくりへの取組が望まれます。また以下を通じ

て、事前復興まちづくり計画の見直し等に積極的に参加していただくことが必要です。 

 

① 平時からの地域のつながりを深める 

被災後時の助け合いはもとより、復興まちづくりに関する速やかな合意形成を進めることが大切

です。このためには、被災してから始めるではなく、地域の防災活動や、自治会等活動、祭りなど

の地域の様々な活動を通じて、平時から地域・ご近所等のつながりを深めておくことが大切です。 

 

② 復興につながるまちづくりを検討し、取り組む 

被災に備えて、「地区別復興まちづくり計画」をふまえた、地域の強靱化を進めておくことが大

切です。例えば、狭隘道路の整備やコミュニティ活性化など地域の防災力を高めるまちづくりにつ

いて、話し合い、活動していくことが考えられます。また、地域コミュニティ計画や津波避難計画

等、地域で進められてきた取組を活かした活動に取り組んでいくことも考えられます。これらによ

り、速やかに、復興まちづくりに関する話し合いの場や取組の体制づくりにつなげていくことがで

きます。 

③ 復興まちづくりに関する情報の把握や、研究を進める 

まちづくりや事業に関する情報把握や理解を促進していくことも大切です。高知市では住民皆さ

んの復興まちづくりに関す情報発信、勉強開催などの支援を実施していきます。 

 

  

 
仁井田神社の傘回廊 
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（2）行政の取組 

地区別事前復興まちづくり計画について、高知市は以下の取組を図ります。 

 

①地区別事前復興まちづくり計画の見直し 

社会情勢の変化や防災対策等の推進等に応じて、地域住民の最新の意見把握・反映を図りなが

ら、計画の見直しを進めます。 

 

  【計画見直し等のタイムテーブル(予定)】 

今後    ・各地区における周知活動 

 ・各地区における周知イベント等開催 

・(仮称)地区事前復興まちづくり検討会を通じた事前復興まちづくりの推進に関す

る協議、意見聴取等 

今後 10 年 ・上記協議結果及び社会情勢の変化とハード整備の進捗を踏まえた改訂(予定) 

  

②災害発生前のまちづくりの検討と推進 

地区別事前復興まちづくり計画に位置付けられた多様なまちづくりのうち、災害前に取り組んで

おくことが有効・必要な取組について検討し、財政・行政体制の対応を含めた事前の取組や関係機

関等との調整を進めます。 

〇地籍調査の推進 

復旧・復興事業等における道路等のインフラ整備や住まいの移転等の際には、土地の境界の確

認が重要となります。そのため、復旧・復興等の基盤となる地籍調査の計画的な推進を図ります。

(進捗率:令和６年度末 51.1%) 

〇施設の更新 

三里ふれあいセンターについては、ワークショップの中で住民の皆様から建替え等の要望があ

り、今後は、本市の公共施設マネジメント基本計画に基づき、将来にわたって持続可能な施設運

営のあり方を検討する必要があります。そのため、住民の皆様のご意見を伺いながら、関係部局

と連携して、最適な施設整備の方向性について協議を進めていきます。 

  〇事前復興まちづくり計画に関する住民・職員等の意識の高揚 

本計画の策定におけるワークショップや中学生へのアンケート等を通じて、参加者に対しては、

南海トラフ地震は生後の復興まちづくりにおいて必要となる検討事項等の理解促進が図られまし

た。南海トラフ地震はいつ発生するかわからない中で、引き続き、地域の担い手となる子供たち

を含めた幅広い市民に対して、事前復興まちづくり計画に関する理解促進や意識高揚を図るため、

防災教育の継続や講演会等の機会を確保し、市民への周知を図っていきます。 

  〇災害公営住宅の検討 

災害発生後、被災状況や被災者のニーズ調査等を踏まえながら災害公営住宅の整備・供給を図

ります。このため、市営住宅再編計画等に基づく団地の集約化や建替え、安全性や居住性の向上

を図るための改善工事実施などを踏まえた供給計画の準備を進めます。さらに適切かつ迅速な供

給のために、建設方式ばかりでなく、民間賃貸住宅や仮設住宅も活用した多様な供給方策の検討、

高齢者や障がい者などに配慮したバリアフリー化やエレベーターの設置、生活相談、新たなコミ

ュニティ形成の支援など入居者に配慮した供給を検討していきます。 
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  〇海岸保全施設等の整備（三重防護事業等） 

南海トラフ地震対策として、国、県により整備している高知港海岸整備事業（三重防護事業）

は、発生頻度の高い津波（Ｌ１津波）に対しては津波の侵入を防ぐ防災効果、最大クラスの地震

（Ｌ２津波）に対しては避難時間を稼ぐ減災効果が見込まれます。南海トラフ地震・津波に備え、

地域の安全・安心を守るため、関係機関と連携を図りながら、港湾施設及び海岸保全施設の整備

促進を図ります。 

  〇国土強靱化の推進 

高知市強靱化計画に基づき、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興等に資する大規模自然災

害等に備えた「強靱な高知市」の構築に向けて、国、県、民間等と連携し、総合的に推進します。

特に計画に位置付けられた取組については、重点化が図られる国の各種交付金・補助金の活用等

により、その推進を図ります。 

  〇上位・関連計画への反映の検討 

ワークショップで提示された多様な意見を、市の空間・住宅戦略へ繋げるため、関連計画との

連携を図っていきます。都市計画マスタープランや立地適正化計画、市営住宅再編計画等の上位・

関連計画へ復興事業の考え方を整理し、平時のまちづくりについても防災・減災機能と復興に配

慮した都市形成を図ることで、復興時の迅速かつ円滑な事業展開を目指します。 

 

③国・高知県等との連携等 

復興時の円滑・速やかなまちづくりの実現に向けて、国・高知県等との連携体制づくりや関係機

関との事前調整等を進めます。 


